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奨学のための給付金について（ご案内）

このことについて、下記のとおりご案内いたします。
奨学のための給付金とは、授業料以外の教育費負担を軽減するための返済不要の給付

金制度です。
給付金を受給するためには全ての給付要件に該当する必要がありますので、別紙リー

フレットの２給付対象者をご覧のうえご確認ください。
給付対象に該当し申請する場合は事務室で申請書をお渡ししますので、９月３０日ま

でに事務室に取りに来てくださるようお願いします。

記

１ 給付対象者 別紙リーフレット２参照

２ 申請書の提出期限 令和２年１０月３０日（金） ※最終期限１２月１１日（金）

３ 書類提出先及び問い合わせ先
大間高校事務室 電話：０１７５－３７－２１０９

担当：瀨川（せがわ）


